
 審査請求の流れ
 

 

 

 

被保険者・受給者 事業主・被保険者
 

 

原処分に不服がある場合 

(３か月以内)     

原処分に不服がある場合 

(３か月以内)
 

地方厚生(支)局 

社会保険審査官 

 
 

 

 

(受付後の流れ)

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

保険(年金)給付・資格 

等に関する不服 

厚生年金保険料徴収 

等に関する不服 

更に不服がある場合 

(２か月以内) 

社会保険審査会(厚生労働本省) 


